
 65 

 

第６章 

計画の推進体制と進行管理 

１．計画の推進体制 

健康づくりは市民が主体的に取り組むことが重要です。同時に、社会全体で市民一人ひとり

の健康づくりを支援するために、学校や職域、関係機関や団体との連携、協力も不可欠であり、

それぞれが役割を果たすことが求められます。 

 

 

 市民を主体とした 

地域社会全体での取り組みの実践 
 

 

市民 
主体的な 

健康づくりの実践 

地 域・市民団体 

仲間づくりや地域のつながり・ 

健康づくり活動等 

行 政 

各種健康診査・がん検診、 

保健事業の実施、環境整備、情報提

供、自主活動の支援等 

 

職 域 

従業員・家族の健康管理、健康教育、

労働環境の整備 

医療機関等 

適正医療、保健指導、専門的立場か

らの支援 

学 校 

健康管理、健康教育、住民活動の 

支援（施設開放）等 
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２．進行管理 

本計画を効果的・計画的に推進していくために、平成 34（2022）年度の最終評価だけで

はなく、定期的に西宮市民健康づくり活動推進協議会等で関係部署の取り組みの推進および進

行状況の点検や課題の整理、取り組みの評価などの進行管理を行います。 

 

計画の策定・改定 

①西宮市健康増進計画の策定・改定 

②分野別の健康指標・目標値および取り組み内容の設定 

計画の実行 

西宮市健康増進計画に基づく取り組みの実施 

計画の評価 

   西宮市民健康づくり活動推進協議会および庁内活動推進連絡会で

活動指標による取り組みの進捗状況の評価 

計画の見直し 

①目標値の達成状況を踏まえ、課題の明確化 

②西宮市健康増進計画の方針、具体的な取り組みの見直しと 

新たな目標値の検討 

 

 

 

 

 

計
画
策
定
・
改
定 

o 

計画推進のサイクル（手順） 

平成 34 年度 

：最終評価 

計
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計
画
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西宮市民健康づくり 

活動推進協議会 

庁内活動推進連絡会 
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